
都市景観協議地区

景観計画と都市景観協議地区の手続の流れ

事業者 横浜市

協議の申出

協議事項・方針の通知

横浜市都市美対策審議会
※特定都市景観形成行為の場合

申出書の受理

都市景観協議
●「協議事項・方針の通知」に沿って協議を進めていきます●

※通常要すべき期間：30日間

都市景観協議の結果通知

景観計画

事業者 横浜市

都市景観協議の終了

着工【標識の設置】

竣工

事前相談/協議
※景観計画の届出前のできるだけ早い時期に事前相談をお願いします。
※なお、都市景観協議地区の対象案件は、都市景観協議と同時期に

景観計画との適合について、事前協議をお願いします。

景観計画の届出
●工事着手の31日前まで●

着工

竣工

適合の確認

事前相談

「協議の申出」から「都市景観協議の結果通知」までに通常要すべき標準的な期間は、50日です。
ただし、特定都市景観形成行為の場合は、60日です。
なお、この期間は、都市景観協議の状況（※）により、前後するものです。


